
〒731-4214 熊野町中溝3615　tel・082-855-1711  fax・082-854-8707
営業時間・朝10時-夜7時　定休日・木曜　駐車場・3台

あなたのお店の広告を広報「くまの」へ。
来年度（4月号）の広告の募集を開始します。

お早めにお申し込みください。
来年度も申込み割引きがあります。（申込回数の条件有り）
詳しくは総務課情報推進グループ　℡820-５６０１

広報「くまの」・熊野町ホームページ 広告

↑一昨年の出初式の様子

熊野町の火災と救急
－平成19年11月中－

火災件数０件　死傷者０人
救急件数65件　搬送人員58人
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熊
野
町
に
は
、
４
人
の
人
権

擁
護
委
員
が
い
ま
す
。
こ
の
人

権
擁
護
委
員
が
様
々
な
悩
み
に

つ
い
て
、
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
、

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
い
、
問

題
の
解
決
、
自
己
実
現
を
図
る

た
め
応
援
し
ま
す
。
な
お
、各
委

員
へ
の
ご
相
談
も
可
能
で
す
。

と　

き　

１
月
１８
日

（金）

午
前
１０
時
～
午
後
３
時

電　

話　

生
涯
学
習
課

℡
820‒

５
６
２
１

電
話
相
談
内
容

・
人
権
の
侵
害
に
関
す
る
こ
と

・
身
の
回
り
で
気
に
な
る
こ
と

・
そ
の
他　

相　

談

募　

集

登
記
事
項
証
明
書　

　

交
通
事
故
に
よ
る
問
題
を
解

決
す
る
た
め
の
自
動
車
損
害
賠

償
責
任
保
険
並
び
に
任
意
保
険

の
請
求
に
つ
い
て
、
専
門
の
相

談
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

相
談
日　

月
～
金
曜
日
（
祝
日
除
く
）

　

午
前
９
時
～
正
午

　

午
後
１
時
～
５
時

　

※
事
前
に
連
絡
が
必
要
で
す
。

弁
護
士
相
談
日　

毎
週
火
曜
日

　

午
後
１
時
～
４
時

　

※
予
約
制
、
要
面
談
で
す
。

相
談
料　

無
料

問
合
せ
先

広
島
自
動
車
保
険
相
談
セ
ン
タ
ー

℡
247‒

５
０
０
３

（
総
務
課
）

　
　
　
　

募
集
住
宅

　

町
内
の
県
営
住
宅
の
う
ち
、

新
た
に
空
家
が
生
じ
た
住
宅

受
付
期
間

２
月
４
日

（月）
～
６
日

（水）

受
付
機
関　

　

広
島
県
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

協
同
組
合
県
営
住
宅
管
理
グ
ル

ー
プ　
　

℡
261‒

７
９
０
７

※
募
集
住
宅
に
つ
い
て
、
詳
し

く
は
１
月
２８
日

（月）
か
ら
役

場
又
は
各
公
民
館
に
置
い

て
あ
る
、
申
し
込
み
の
し

お
り
及
び
募
集
一
覧
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

都
市
整
備
課　

℡
820‒

５
６
０
８

　
　
　
　

　　

法
務
局
で
は
自
宅
や
会
社
に

い
な
が
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る

登
記
事
項
証
明
書
の
請
求
が
可

能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
４
月
１
日
か
ら
は
、
オ

ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
請
求
で
は
従

来
の
１
通
あ
た
り
１
千
円
の
手

数
料
が
700
円
に
引
き
下
げ
ら

れ
、
郵
送
料
も
不
要
で
す
。

　

こ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
を
利
用
す

る
に
は
、
事
前
に
必
要
な
プ
ロ

グ
ラ
ム
（
無
料
）
を
イ
ン
ス
ト

ー
ル
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の

で
、
詳
し
い
ご
利
用
方
法
等
は

法
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
ア
ク

セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://houmukyoku.moj.go.jp

問
合
せ
先

　

広
島
法
務
局
民
事
行
政
部
調

査
官
室

　

℡
228‒

５
６
９
０

（
税
務
課
）

生
活
情
報

生
活
情
報

生
活
情
報

生
活
情
報

生
活
情
報

　

熊
野
町
消
防
団
と
広
島
市
安

芸
消
防
署
に
よ
る
消
防
出
初
式

を
行
い
ま
す
。

と　

き　

１
月
１３
日

（日）

　
　
　
　

午
前
９
時
～

と
こ
ろ　

町
民
グ
ラ
ン
ド

※
雨
天
の
場
合
は
、
午
前
１０
時

　

か
ら
町
民
体
育
館
で
行
い
ま

　

す
。　

　

式
典
で
は
、
長
年
勤
続
し
て

い
る
優
良
消
防
団
員
の
表
彰
、

全
団
員
に
よ
る
分
列
行
進
を
行

い
、
式
典
終
了
後
に
は
、
消
防

団
員
と
消
防
署
員
に
よ
る
公
開

訓
練
を
行
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
生
命
と
財
産
を
守

る
た
め
、
日
夜
努
力
し
て
い
る

消
防
団
員
と
消
防
署
員
の
勇
姿

と
日
ご
ろ
の
訓
練
の
成
果
を
ぜ

ひ
ご
観
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

生
活
環
境
課

℡
820‒

５
６
０
６

　

警
察
で
は
毎
年
１
月
１０
日
を

「
１
１
０
番
の
日
」
に
定
め
て

い
ま
す
。
１
１
０
番
は
事
件
・

事
故
や
不
審
者
情
報
な
ど
を
警

察
に
知
ら
せ
る
緊
急
電
話
で

す
。

　

１
１
０
番
通
報
は
す
べ
て
広

島
県
警
察
本
部
（
広
島
市
中

区
）
が
受
理
し
、
速
や
か
に
対

応
し
ま
す
。

　

１
１
０
番
に
通
報
す
る
と
次

の
こ
と
を
警
察
が
尋
ね
ま
す
。

・
事
件
で
す
か
、
事
故
で
す
か

・
場
所
は
ど
こ
で
す
か

・
時
間
は
い
つ
で
す
か

・
犯
人
の
特
徴
な
ど
は

・
現
場
の
状
況
、
被
害
は

・
あ
な
た
の
住
所
・
氏
名

　

運
転
中
の
携
帯
電
話
の
使
用

は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
安
全

な
場
所
に
停
車
し
て
か
ら
通
報

し
て
く
だ
さ
い
。

（
生
活
環
境
課
）

新成人の皆さんおめでとうございます

20歳になったら

国民年金の加入手続きを忘れずに

　大人の仲間入りをすることは、多くの｢権

利｣を得ると同時にいくつかの｢義務｣も生じ

てきます。国民年金への加入は、そのうちの

一つです。

　国民年金などの公的年金は、老後の収入を

国が約束してくれる年金制度です。

　国民年金保険料をきちんと納め、または免

除・猶予の承認を受けた人が老後年金を生涯

にわたり保証されます。

　自営業者、学生などは「第一号被保険者」

に、サラリーマン、公務員は「第二号被保険

者」に、第二号被保険者に扶養されている配

偶者は「第三号被保険者」になります。

加入の手続き

第一号被保険者：住民課保険年金グループ

第三号被保険者：配偶者の勤務先

第二号被保険者：厚生年金保険などの加入の

　　　　　　　　際に合わせて勤務先

問合せ先

住民課保険年金グループ　℡820 -５６０４

広島南社会保険事務所　℡253 -７７１０

ねんきんねんきん

す
。

か て

一

　

国

　

除

「
第
３
回
く
ま
の
セ
ミ
ナ
ー
」 

〜
講
演
会

　

が
ん
と
と
も
に
生
き
る
〜 

　

自
分
が
病
気
に
な
っ
た
と
き
、

ど
う
対
処
し
た
ら
い
い
の
か
。

　

い
っ
た
い
ど
う
し
た
ら
地
域

の
人
々
の
「
い
の
ち
」
を
支
え
る

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

　

自
ら
医
療
従
事
者
で
も
あ
り

ガ
ン
を
克
服
し
た
そ
の
経
験
か

ら
、
ガ
ン
患
者
を
抱
え
る
家
族

の
ケ
ア
や
、
地
域
や
行
政
の
あ

携
帯
電
話
か
ら
の
１
１
０
番
通
報

り
方
を
も
考
え
ま
し
ょ
う
。

講　

師　

馬
庭
恭
子
さ
ん
（
地
域
看
護
専

門
看
護
士
・
広
島
市
議
会
議
員
） 

と　

き　

１
月
27
日
(日)

午
後
１
時
半
〜
３
時
半

と
こ
ろ　

西
公
民
館

入
場
料　

無
料

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス　

http://w
w
w.mitaya.co

m

問
合
せ
先　

伊
藤　

℡
854-

０
０
７
３

（
生
涯
学
習
課
）

－ Public Information : KUMANO －　’08／1月号　　－ 16 －
安芸消防署熊野出張所　854-1103
火災と救急の通報は119番　その他消防の問合せ・相談は、


